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１ 古くなった家庭用消火器を回収します             
 11 月９日から始まる秋の火災予防運動の一環として、ご家庭にある古い消火器の
回収を行います。長期間使用せず、腐食の進んでいる消火器は破裂事故等につなが
る恐れがありますので、この機会にご家庭にある消火器をご確認ください。 

※廃棄の目安は、【家庭用】製造日から５年、【業務用】製造日から 10 年です。 
  ご家庭に設置されているものが業務用の場合もありますのでご確認ください。 

      11 月５日（土）午前９時～12 時 

       リサイクル料金として１本につき 1,000 円 

回収場所 連絡先 回収場所 連絡先

大槻ふれあいセンター
（大槻町字中前田56-1）

田村分署
（田村町岩作字穂多礼57-5）

955-3127

中央公民館
（麓山一丁目8-4）

安積分署
（安積二丁目354）

945-2141

芳賀地域公民館
（芳賀二丁目6-1）

湖南分署
（湖南町三代字原木390-8）

982-2468

喜久田基幹分署
（喜久田町卸一丁目134-1）

959-6530
富久山分署
（富久山町八山田字経堂52番1）

955-6119

熱海分署
（熱海町熱海二丁目65）

984-3124
針生救急所
（大槻町字笹ノ台34-1）

923-5110

日和田分署
（日和田町字山ノ井1-1）

958-2140

消防本部
923-1758

 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場される方はマスクの着用など、
基本的な感染防止対策をお願いします。 

※ 郡山消防署、大槻基幹分署、中田分署及び例年実施していた富久山行政センター
では回収を行いませんので、最寄りの回収場所へお持ちください。 

※ 回収は、専門業者が行いますので、時間内にご持参ください。 
 

 

２ 町内会活動中のけがや事故にご注意ください         
地域の環境美化活動中の事故等が、今年度多数報告されています。町内会活動中

のけがや事故を防ぐため、会員の皆様一人ひとりが十分注意しながら町内会活動に
取り組みましょう。   

活動中にけがや事故が発生した場合は、市民・ＮＰＯ活動推進課へお問い合わせ
ください。 
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